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「医療費のお知らせ」をお送りします。
～令和5年1月中旬から2月上旬に送付予定～
協会けんぽでは、保険証を使用して診療を受けられた加入者の皆様に、健康保険に対する関心を高めていた
だくことを目的とし、年に１回「医療費のお知らせ」をお届けしています。

従業員の皆様の「医療費のお知らせ」が届きましたら、開封せずに被保険者様への配付をお願いいたします。

今回お送りする「医療費のお知らせ」は、
主に令和3年10月診療分から令和4年9月診療分が記載されています。
※レセプトの内容を審査中などにより、今回お知らせの対象とならなかった診療分は記載されておりませんので、ご了承ください。

「医療費のお知らせ」は、確定申告の医療費控除に使用できますが、令和 4 年 10 月から12 月の診療分に
ついては、医療機関等の領収書が必要になります。
なお、確定申告（医療費控除の申告）の詳細については、国税庁のホームページを
ご覧いただくか税務署へお問い合わせいただくようお願いいたします。

退職した従業員の「医療費のお知らせ」は、どうすればよいでしょうか。

お手数ですが開封せず、同封の返信用封筒で協会けんぽ高知支部あてにご返送をお願いします。A1

「医療費のお知らせ」が届いていない従業員がいるのはなぜですか。
作成時点（令和4年12月上旬）において、健康保険の資格が無い方（退職者等）や、
対象となる期間中に医療機関を受診していない場合は、「医療費のお知らせ」が作成されていません。

令和3年9月以前の「医療費のお知らせ」は再発行できますか。
「医療費のお知らせ依頼書」をご提出いただくことで発行いたします。
依頼書と記入例は協会けんぽのホームページに掲載していますので、ご活用ください。

お知らせの対象期間

「医療費のお知らせ」についてよくあるご質問

事業所担当者様へのお願い

「医療費のお知らせ」は医療費控除の申告手続きに使用できます
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〒780－8501
高知市本町4－2－40 ニッセイ高知ビル6F
TEL 088－820－6010（代表）

手続きに関するお願い

健康サポート（特定保健指導）の実施のお知らせ

令和４年度高知セミナー開催のお知らせ

このたびの様式変更は「より分かりやすくすること、より記入しやすくすること、
より迅速に給付金をお支払いすること」等を目的としています。

● 令和 5 年1月以降に旧様式（現在の様式）で申請された場合、事務処理等に時間を要してしまう
　 ことがありますので、新様式のご使用をお願いします。
● 新様式の申請書（届出書）は、協会けんぽホームページよりダウンロードできます。
　 （協会けんぽ都道府県支部へご依頼いただくことで郵送にてお送りします。）

協会けんぽでは、心疾患や脳血管疾患等のリスクが高まるメタボリックシンドロームを予防するため、
健康サポート（特定保健指導）を実施しています。
この度、休日や夜間も利用可能な専門機関に、特定保健指導のご案内から面談までを
委託しました。ご案内が届きましたら、ご利用くださいますようお願いいたします。

厚生労働省委託事業「がん対策推進企業アクション」では、がんの早期発見やがん患者の就労などの社会的な問題に対して企業や
団体と連携して取り組みをしております。活動の一環として、高知セミナー「職域におけるがん対策の最新情報」を開催します！
高知県企業のがん対策について、東京大学医学系研究科　特任教授　中川恵一先生の講演、がん経験者の体験談などを予定
しています。

株式会社　ベネフィット・ワン

【開催概要】 https://www.gankenshin50.mhlw.go.jp/report/info_220808_kochi.html
【開催日時】2023年２月８日（水）13：00 ～16：00（開場12：30）
【参加方法】オンライン・会場来場のどちらでもご参加可能です。

委 託 先

令和４年11月～令和５年３月委託期間

保健グループ　TEL:088-820-6020　担当：上原問い合わせ先

会場
オンライン
問い合わせ先

高知会館２階　白鳳（高知県高知市本町5-6-42）
お申込後にセミナー参加URLをお送りします。
がん対策推進企業アクション事務局
T E L：03-6281-9094
e-mail：gantaisaku@winwin-ad.com　

令和5年1月以降は新様式の申請書
（届出書）をご使用ください
令和5年1月以降は新様式の申請書
（届出書）をご使用ください
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